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新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 

 

 

 当社は、2022年４月に予定される株式会社東京証券取引所の市場区分の見直しに関して、本日グロース市場を

選択する申請書を提出いたしました。当社は、移行基準日時点（2021年６月 30日）において、当該市場の上場維

持基準を充たしていないことから、下記のとおり、新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書を作成しま

したので、お知らせいたします。 

記 

 

１． 当社の上場維持基準の適合状況及び計画期間 

当社の移行基準日時点におけるグロース市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとおりとなって

おり、流通株式比率については基準を充たしておりません。当社は、2025年３月末までに上場維持基準

を充たすよう取り組んでまいります。 

 流通株式数 
流通株式 

時価総額 
流通株式比率 時価総額 

グロース市場基準 1,000単位 ５億円 25％ 40億円 

当社の状況 

（移行基準日時点） 
12,738単位 15億円 24.6％ － 

計画書に記載の項目   〇  

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等を基に算

出を行ったものです。 

※時価総額における基準は上場から 10年を経過している場合に適用されるため当社は該当せず、基準日

時点の時価総額は示されておりません。 

 

 

２．上場維持基準の適合に向けた取り組みの基本方針、取り組み内容 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するために、必要な資本政策を適時に実行し

ていく方針です。グロース市場の上場維持基準を充たさない流通株式比率については、以下のとおり取

り組んでまいります。 

なお、当社は 2021年 11月 12日に開示しましたとおり、125,000株（本開示時点の発行済株式総数

（自己株式を除く）に対する割合 2.3％）を上限として自己株式の取得を実施する予定となっておりま

す。そのため、流通株式比率の適合への取り組みは、本自己株式の取得も考慮した上で実施してまいり

ます。 

具体的には、当社従業員向けに過去発行した新株予約権において、業績基準等一定の要件を充足する



ことを条件として権利行使可能となるものも含め本開示時点で権利未行使のものがあり、これらが権利

行使されると 2025年３月末までに 273,700株（本開示時点の発行済株式総数（自己株式を除く）に対す

る割合 5.1％）の流通株式が増加することになります。 

また大株主・保険会社・事業法人等にその保有する株式について売却を要請する等、流通株式比率の

改善に寄与することが見込まれる施策を検討・実施していくことで、さらなる流通株式比率の向上を目

指していきます。具体的な時期及び施策については今後検討を進める予定であり、開示すべき事項を決

定した際には速やかにお知らせいたします。 

 

 

以 上 

 


